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利用上の注意 

 

１ 調査の項目 

調査票の調査項目は、法人組織の事業所については次の①～⑱の全ての項目、個人経営の事業所に

ついては⑦、⑯～⑱を除く項目である。 

なお、調査項目のうち⑩～⑮は、小売業のみの調査項目である。 

調 査 項 目 

① 事業所の名称及び電話番号 
② 事業所の所在地  
③ 事業所の従業者数  
④ 事業所の開設時期  
⑤ 経営組織  
⑥ 単独事業所・本所・支所の別  
⑦ 資本金等の額及び外国資本比率  
⑧ 年間商品販売額等  
⑨ 年間商品販売額の販売方法別割合  
⑩ 年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売
形態別割合  

⑪ セルフサービス方式採用の有無  
⑫ 売場面積  
⑬ 営業時間等  
⑭ 来客用駐車場の有無及び収容台数  
⑮ チェーン組織への加盟の有無  
⑯ 年間商品仕入額の仕入先別割合  
⑰ 年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別
割合  

⑱ 企業の事業所数等  

 

２ 概要における留意点 

(1) 平成 26 年調査は、日本標準産業分類の第 12 回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、

前回実施の平成 19 年調査の数値とは接続しないため、比較は行っていない。 

(2) 概要において「平成 24 年」の数値は「平成 24 年経済センサス-活動調査」の結果である。 

 

３ 事業所の産業の決定方法 

事業所を産業分類別に集計するための産業の決定（格付け）方法は、次のとおり。 

(1) 一般的な方法 

① 取扱商品が単品の場合は、商品分類番号 5 桁のうち上位 4 桁の分類番号で細分類を決定する。 

② 取扱商品が複数の場合は、まず商品分類番号上位 2 桁の卸売品目（51～55）と小売品目（57～

60）でいずれの販売額が多いかによって卸売業か小売業かを決定する。 

③ 産業分類の格付けについては、商品分類番号上位 2 桁の販売額で分類集計し、その最も大きい

上位 2 桁によって、産業中分類（2 桁分類）を決定し、その決定された 2 桁の番号のうち、前記

と同様な方法で上位 3 桁、上位 4 桁と順に分類し、産業細分類（4 桁分類）を格付けする。 

(2) 特殊な方法 

卸売業のうち「各種商品卸売業（従業者が常時 100 人以上のもの）」、「その他の各種商品卸売業」

及び「代理商，仲立業」、小売業のうち「百貨店，総合スーパー」、「その他の各種商品小売業」、「各

種食料品小売業」、「コンビニエンスストア」、「ドラッグストア」、「ホームセンター」、「たばこ・喫

煙具専門小売業」及び「無店舗小売業」については、以下の方法で格付けを行っている。 

① 卸売業 

ア 「5011 各種商品卸売業（従業者が常時 100 人以上のもの）」 

表 1 の財別（生産財、資本財及び消費財）の 3 財にわたる商品を卸売し、各財の販売額がい

ずれも卸売販売総額の 10％以上で、従業者が 100 人以上の事業所。 
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イ 「5019 その他の各種商品卸売業」 

表 1 の財別（生産財、資本財及び消費財）の 3 財にわたる商品を卸売し、各小分類の販売額

がいずれも卸売販売総額の 50％未満で、従業者が 100 人未満の事業所。 

なお、上記ア、イについて、生産財、資本財及び消費財の 3 財にわたる商品を扱っていても、

生産財の品目が「536 再生資源卸売業」のみ、または、消費財の品目が「559 他に分類されない

卸売業」のみの場合には、一般的な方法による卸売業格付けとする。 

表１ 財別と産業分類 

財 別 小分類 産 業 分 類 名 

生 産 財  511  
532  
533  
534  
535  
536  

繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）  

化学製品卸売業  

石油・鉱物卸売業  

鉄鋼製品卸売業  

非鉄金属卸売業  

再生資源卸売業  

資 本 財  531  
541  
542  
543  
549  

建築材料卸売業  

産業機械器具卸売業  

自動車卸売業  

電気機械器具卸売業  

その他の機械器具卸売業  

消 費 財  512  
513  
521  
522  
551  
552  
553  
559  

衣服卸売業  

身の回り品卸売業  

農畜産物・水産物卸売業  

食料・飲料卸売業  

家具・建具・じゅう器等卸売業  

医薬品・化粧品等卸売業  

紙・紙製品卸売業  

他に分類されない卸売業  

ウ 「5598 代理商，仲立業」 

「卸売販売額」と「その他の収入額の仲立手数料」を比較し、仲立手数料が多い場合に「代

理商，仲立業」に格付けする。 

② 小売業 

ア 「5611 百貨店，総合スーパー」 

表 2 の衣（中分類 57）、食（中分類 58）、住（中分類 59、60）にわたる商品を小売し、衣、

食、住の各販売額がいずれも小売販売総額の 10％以上 70％未満で、従業者が 50 人以上の事業

所をいう。 

イ 「5699 その他の各種商品小売業（従業者が常時 50 人未満のもの）」 

表 2 の衣（中分類 57）、食（中分類 58）、住（中分類 59、60）にわたる商品を小売し、衣、

食、住の各販売額がいずれも小売販売総額の 50％未満で、従業者が 50 人未満の事業所をいう。 

表２ 「衣」、「食」及び「住」と産業分類 

衣・食・住別 中分類 産 業 分 類 名 

衣  57  織物・衣服・身の回り品小売業  

食  58  飲食料品小売業  

住  59  
60  

機械器具小売業  
その他の小売業  

ウ 「5811 各種食料品小売業」 

中分類「58 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、表 3 の小分類「582～589」ま

でのうち、３つ以上の小分類に該当する商品を小売し、そのいずれもが「飲食料品小売販売額」

の 50％に満たない事業所をいう。 
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表３ 飲食料品小売業に関する産業分類 

産業分類 小分類 産 業 分 類 名 

58 飲食料品小売業 582 野菜・果実小売業 

583  食肉小売業  

584  鮮魚小売業  

585  酒小売業  

586  菓子・パン小売業  

589  その他の飲食料品小売業  

エ 「5891 コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするものに限る）」 

中分類「58 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式を採用し、

売場面積が 30 ㎡以上 250 ㎡未満で、営業時間が 14 時間以上の事業所をいう。 

オ 「6031 ドラッグストア」 

小分類「603 医薬品・化粧品小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式を

採用し、「60321 一般用医薬品」を小売している事業所をいう。 

カ 「6091 ホームセンター」 

中分類「60 その他の小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式を採用し、

売場面積が 500 ㎡以上で、「60211 金物」「60221 荒物」「60421 苗・種子」のいずれかを小

売している事業所をいう。 

キ 「6092 たばこ・喫煙具専門小売業」 

商品分類番号「60921 たばこ・喫煙具」の販売額が小売販売総額の 90％以上の事業所をい

う。 

ク 「61 無店舗小売業」 

販売形態の店頭販売の割合が 0％及び売場面積が 0 ㎡の事業所をいう。 

 

４ 各統計表の表章項目の説明及び留意点 

(1) 「不詳」について 

統計表の表頭、表側中「不詳」とは、当該項目について調査をしていない以下の項目及び当該項

目の数値が得られなかったことを表している。 

「売場面積」については、当該項目について調査をしていない牛乳小売業（宅配専門）、自動車

（新車・中古）小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド及び新聞小売業（宅配専門）に

属する事業所並びに訪問販売、通信・カタログ販売、インターネット販売等で売場面積の無い事業

所は不詳となる。 

(2) 年間商品販売額及びその他の収入額の産業分類別数値については、十万円単位で四捨五入を行い

百万円単位での、または千円単位で四捨五入を行い万円単位での金額表示をしているため、数値の

積み上げが合計値と必ずしも一致しない。 

 

５ その他 

この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、「徳島市総務部情報推進課 平成 26 年商業統

計調査結果」による旨を明記する。 


